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広島市の気象警報等の発表区域の変更について 

 

 

  

 広島県広島市に発表する気象警報等（気象に関する特別警報、警報、注意報）

の発表区域について、広島市の準備が整ったことから、現行の１つの区域から８

つの行政区域ごとに発表するように変更します。 

 また、この発表区域の変更に併せて、現行の１つの区域から８つの行政区域ご

とに、その地域に応じた新たな気象警報等の基準を設定します。 

 これにより、広島市においては、必要な区域を絞り込んで気象警報等をより適

時・適切に発表することができ、各地域の気象状況に応じた自治体の防災対応を

より的確に支援することが可能となります。 

 変更日時等の詳細は下記のとおりです。 

 

記 

１ 変更日時 

令和４年３月 24 日 13 時（予備日：令和４年３月 29 日 13 時） 

 

２ 発表区域（二次細分区域）の変更 

  現行の気象警報等の発表区域（二次細分区域）「広島市」を 

「広島市中区」、「広島市東区」、「広島市南区」、「広島市西区」、 

「広島市安佐南区」、「広島市安佐北区」、「広島市安芸区」、「広島市佐伯区」 

  の８つの行政区域に分割します（別紙１参照）。 

   

３ 気象警報等の基準変更 

  分割により「広島市」の気象警報等（気象特別警報・警報・注意報）基準が

変更となります（別紙２参照）。 

 

広島市の気象警報等の発表区域（二次細分区域）を現行の１つの区域から８つ

の行政区域ごとに発表するように変更します。 

広島市においては、必要な区域を絞り込んだうえで気象警報等をより適時・

適切に発表することができ、各地域の気象状況に応じた自治体の防災対応をよ

り的確に支援することが可能となります。 

問い合わせ先：広島地方気象台 担当：浜岡 

電話 082-223-3953（平日 8 時 30 分～17 時 15 分まで） 



広島市の気象警報等の発表区域の名称と対象区域
現行 ：広島市
変更後：広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、

広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区
の８つの行政区域に分割

気象警報等の発表区域（二次細分区域）の変更

※現行の23市町の広島県内の気象警報等の発表区域は
広島市を現行の１つの区域から８つの行政区域ごとに分割した30市町区に変更。

広島市

広島市佐伯区

広島市安佐北区

広島市安佐南区

広島市西区
広島市中区

広島市東区
広島市安芸区

広島市南区

赤字：発表区域の変更後の名称

別紙１



１ 大雨警報基準（赤：新基準、青：現行基準）

大雨警報・注意報、洪水警報・注意報基準の新旧対照表等 別紙２-１

２ 大雨注意報基準（赤：新基準、青：現行基準）



３ 洪水警報基準（赤（上表）：新基準、青（下表）：現行基準）

大雨警報・注意報、洪水警報・注意報基準の新旧対照表等 別紙２-2

＊１ （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。



４ 洪水注意報基準（赤（上表）：新基準、青（下表）：現行基準）

大雨警報・注意報、洪水警報・注意報基準の新旧対照表等 別紙２-3

＊１ （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。



５ 高潮警報・注意報基準（赤：新基準、青：現行基準）

大雨警報・注意報、洪水警報・注意報基準の新旧対照表等 別紙２-4

６ その他の警報・注意報基準
（１）大雪警報・注意報においては、広島県では標高300m未満を平地、標高300m以上を山地としてい

ます。このため、５kmメッシュの平均標高で300m未満の領域のみである広島市中区、広島市南区、
広島市西区の大雪警報・注意報基準は平地のみの設定とします。

（２）暴風（雪）、強風、風雪、波浪、雷、融雪、濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜、着氷、着雪の各警報・
注意報は現行の広島市の基準を各細分区に適用します。陸上・海上の細分がある要素については、
広島市中区、広島市南区、広島市西区、広島市安芸区、広島市佐伯区に設定し、広島市東区、
広島市安佐南区、広島市安佐北区には設定しません。

（３）土砂災害警戒情報の基準については、令和３年６月８日から８つの行政区ごとに設定し、発表して
います。


